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諮問理由 

 

社会資本整備審議会道路分科会第３回事業評価部会（平成２３年５月２７日開

催）において、一般国道での有料道路事業の活用に関し、事業の責任分担やプロ

セスを明確化するため、事業主体・施行区分の検討又は有料投資額の変更（約１

割以上）に際して、社会資本整備審議会道路分科会事業評価部会で意見聴取する

とされたところ。 

以上を踏まえ、有料投資額の変更を行うため、社会資本整備審議会にご意見を

承るものである。 
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道路事業の有料投資額の変更について（付託）

令和３年７月１９日付国道総第１７４号により当審議会に諮問された道

路事業の有料投資額の変更については、社会資本整備審議会運営規則第８

条第１項の規定により、道路分科会に付託します。


